
 

 
 

令和７年１１月２１日 

国土交通省関東地方整備局 

建政部 

 

第９回 首都圏大深度地下使用協議会幹事会を開催します 

 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（平成１２年法律第８７号）に基づき、 

大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議をおこなうため、以下のとおり

幹事会を開催いたします。 

 

 １．日 時  令和７年１１月２６日（水）１４時から（受付１３時３０分から） 

 ２．場 所  さいたま新都心合同庁舎２号館 ５階 共用大研修室５A 

        ※対面形式とWEB形式の併用 

 ３．議 題  （１）事前の事業間調整の手続きについて 

        （２）都市高速鉄道第７号線品川～白金高輪間建設事業について 

 ４．当日の取材について 

  ・会議の運営上、カメラ撮り等は会議冒頭の挨拶までとさせていただきます。なお、一般の 

方は傍聴できません。 

 ・当日取材を希望される方は、１１月２５日（火）１２時までに事前登録をお願いします。 

   （別紙１参照） 

・会議終了後、１５時３０分を目途に同会場にて資料の配布を行います。 

・当日の配布資料、議事録、議事概要は、後日関東地方整備局ホームページに掲載予定です。 

 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 

千葉県政記者会 都庁記者クラブ 神奈川県政記者クラブ   

＜問い合わせ先＞  

・会議の開催に関すること 

関東地方整備局 建政部   

電話：０４８－６０１－３１５１（代表） FAX：０４８－６００－１９２０  

計画管理課 課長 野田（内線６１２１）、課長補佐 鈴木（内線６１９８） 

・事業内容に関すること 

 東京地下鉄株式会社 お客様センター 電話：０５７０－２００－２２２ 

・使用認可手続きに関すること 

 東京都都市整備局 都市基盤部  電話：０３－５３８８－３２７２ 

 調整課 課長 藤井 

 



      

 

別紙１ 

取材事前登録について 

 

令和 7年 11月 26日（水）開催の「第９回首都圏大深度地下使用協議会幹事会」に

ついて、取材を希望される報道機関の方は、下記のとおり、事前にメールにてご登録をお願い致し

ます。 

 

事前登録受付締め切り：令和７年１１月２５日（火）１２時００分まで 

 

送付先：関東地方整備局 建政部 計画管理課 

      ktr-keikakukanri3@mlit.go.jp 

 

件名：【取材事前登録】第９回首都圏大深度地下使用協議会幹事会 

本文： 

①報道機関名 

②ご氏名（ふりがな） 

③連絡先（電話番号、メールアドレス） 

 

 

※入館の際は、２号館２階受付にて入館手続きを行ってから５階会場へお越し下さい。 



①または②のうちいずれか深い方の深さの地下

①
40ｍ

大深度地下

支持地盤上面

地下室の建設のための利用が
通常行われない深さ

（地下４０ｍ以深）

②

10ｍ

基礎杭

支持地盤上面

大深度地下

建築物の基礎の設置のための
利用が通常行われない深さ
（支持地盤上面から１０ｍ以深）

大深度地下の範囲 対象地域

関東地方整備局ホームページ

※首都圏整備法の既成市街地又は近郊整備地帯の区域内にある市町村の区域

（参考資料）大深度地下使用制度の概要

⇒ https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/chiiki/index00000019.html

⇒ https://www.ktr.mlit.go.jp/city_park/chiiki/index00000020.html



（参考資料）都市高速鉄道第７号線品川～白金高輪間建設事業



＜幹 事＞
・総務省消防庁特殊災害室長

・文部科学省文化庁文化財第二課長

・国土交通省不動産・建設経済局総務課長

・環境省水・大気環境局環境管理課

環境汚染対策室長

・関東管区警察局広域調整部長

・東京都警察情報通信部通信施設課長

・北関東防衛局企画部長

・南関東防衛局企画部長

・関東総合通信局情報通信部長

・関東財務局管財第一部長

・関東農政局農村振興部長

・関東経済産業局地域経済部長

・関東経済産業局資源エネルギー環境部長

・関東地方整備局企画部長

・関東地方整備局建政部長

・関東地方整備局河川部長

・関東地方整備局道路部長

（参考資料）首都圏大深度地下使用協議会幹事会

・関東運輸局交通政策部長

・関東運輸局鉄道部長

・茨城県土木部長

・茨城県教育委員会教育長

・埼玉県都市整備部長

・埼玉県教育委員会教育長

・千葉県県土整備部都市整備局長

・千葉県教育委員会教育長

・東京都都市整備局都市基盤部長

・東京都教育庁地域教育支援部長

・神奈川県県土整備局長

・神奈川県教育局長

・警視庁総務部企画課長
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